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第３次熊本市環境総合計画の目指す都市像案について

　第１回環境審議会において、４つの都市像案をお示しいたしましたが、会
議におけるご意見、また市民検討会議でのご意見を踏まえ、事務局で下記の
案を作成いたしました。

本市は、豊かな水と緑をはじめとする自然環境に恵まれた都市であること
から、自然に親しみ、学び、そしてその恩恵に感謝するなど、自然とともに
生きるという文化が根ざした都市です。

このような恵まれた自然環境を基盤として、熊本城をはじめとする歴史的
文化遺産や、城下町や地域で育まれた伝統文化など、生活環境の中に様々な
文化が息づき、今日まで大切にまもり伝えられています。

環境をまもる文化と文化をまもり伝える環境。これらが調和した環境文化
都市を目指します。

そして、これまで「森の都宣言」「地下水保全都市宣言」「環境保全都市
宣言」を行いながら環境を守ってきた伝統を踏まえ、次世代においても環境
文化都市であり続けるとともに、持続可能な都市として世界にその魅力を発
信し、交流・連携を深めながら、環境問題に取り組んでいきます。

■第１回環境審議会におけるご意見より■

地下水をはじめとした素晴らしい環境

恵まれた環境に加えるとすれば文化

世界に誇るのは文化都市としてのまちづくり

文化と環境のマッチングしたいいまち

次世代の子どもたちに引き継ぎたい

市民検討会議におけるキーワード「つなぐ」

（案）未来へつなぎ、世界に誇れる環境文化都市

情報、コミュニティ、人間関係、市民から市民へ、団体

と団体のコーディネーター、エコ活動の広がり、需要と

供給、生物多様性、子どもから大人へのエコ意識の伝達、

苦痛にならないような長く続ける取り組み、持続可能な

社会、ひとづくり、まちづくり・・・これらを「つなぐ、

つなげる」ことは全てにおいて有効であり、１つの側面

から他者と連携しあうことでうまく輪が広がり、全体の

環境保全へつながっていく



資料２
■第３次熊本市環境総合計画　重点協働プロジェクト(修正案)

視点 項目 具体的取り組み

市民
・市や市民活動団体、事業者などが行う学習会、啓発イベントに参加し、環境保全意識を高め、
実践します。

市民活動
団体

・環境意識を醸成する学習会、啓発イベントを開催し、市民や事業者に対し新たなライフスタイ
ルを提案します。

事業者
・事業活動の中で、市民や市民活動団体などに対し環境保全のための学習機会を提供します。
・従業員に対し環境保全に関する研修を実施します。

市
・目的別の学習機会の拡充を図ります。
・市民活動団体や事業者が実施する学習機会を市民に紹介し、市民の環境学習を促します。

市民 ・学校や職場、家庭、地域において積極的に環境に対する知識を習得し、提供します。

市民活動
団体 ・環境に関する学習機会を提供する際は、対象者を明確にしたプログラムを構築します。

事業者 ・環境に関する学習機会を提供する際は、対象者を明確にしたプログラムを構築します。

市
・既存の環境学習機会の情報を収集、整理し、ライフステージ毎の環境学習機会を整備します。
・特に幼少期や、学校教育における環境学習の機会を拡充します。

市民 ・身近な地域環境特性や状況の把握と理解に努めます。

市民活動
団体

・身近な地域環境特性や状況の把握と理解に努め、その情報を市や市民、事業者に対し提供しま
す。

事業者 ・事業所が所在する地域環境特性や状況の把握と理解に努めます。

市
・市民や市民活動団体、事業者から地域の環境情報を収集し、整理した情報を地域に還元しま
す。

市民
・地域のエコリーダーとなって活動できるよう、積極的に学習会等に参加し、環境保全活動を実
践します。

市民活動
団体

・地域のエコリーダーの育成に協力し、地域と共に環境保全活動を実践します。

事業者
・ＣＳＲ（企業の社会的責任）の実践として、地域のエコリーダーの育成に協力し、地域と共に
環境保全活動を実践します。

市
・地域のエコリーダーとなる人材育成のための事業を実施し、様々な主体の環境保全活動の実践
を支援します。

市民 ・環境学習拠点を利用して、環境に関する情報を取得するよう努めます。

市民活動
団体

・活動の中で得た環境に関する情報について、市民や事業者、市に対し積極的に提供するととも
に、地域の環境学習の拠点となるような場の提供を検討します。

事業者
・事業活動の中で得た環境に関する情報について、市民や市に対し積極的に提供するとともに、
地域の環境学習の拠点となるような場の提供を検討します。

市
・環境に関する情報の収集と整理を行い、市民や市民活動団体、事業者に提供するための拠点の
整備を行います。

図書・インターネット等による情報・資料の収集・
閲覧や研修・学習会等が実施できる拠点の整備

新しい価値観（心の豊かさ）の提案・
啓発

ライフステージ別環境教育の推進

環境学習拠点の整備

市民一人ひとりの環境意識の更なる醸成を図るため
の目的別講座の開催
（例：熊本の自然を知る、グリーンコンシューマー
の育成、環境負荷の少ない暮らし、地産地消、地球
温暖化防止活動など）

ライフステージ別環境教育カリキュラムの構築

地域コミュニティ（校区など）を通じた各地域の環
境特性の把握と理解
（地域資源の有効活用と保全）

地域のエコリーダー（地域の環境保全活動を推進す
るリーダー役）の育成

ひ　と　づ　く　り
主体別の取り組み

地域別環境教育の推進

環境保全活動のけん引役の育成

環　境
教　育



資料２
■第３次熊本市環境総合計画　重点協働プロジェクト(修正案)

視点 項目 具体的取り組み

市民
・エコリーダー等を活用して、行政区や校区での環境保全活動を推進するための取り組みを行い
ます。

市民活動
団体

・行政区や校区で環境保全活動が行えるよう、情報の提供やエコリーダーの派遣を行います。

事業者
・CSR（企業の社会的責任）の実践として、事業所が所在する行政区や校区での環境保全活動に
参加します。

市
・行政区や校区で環境保全活動が行えるよう、情報提供やエコリーダーを派遣する制度を作りま
す。

市民
・行政区や校区の環境を保全するために必要な取り組みについては、市民活動団体や市、事業者
の協力を得ながら市民自らの手で実践します。

市民活動
団体

・行政区や校区の環境を保全するために必要な取り組みにの中で、自ら担うことが出来る事業を
市民や事業者、市と協力して実施します。

事業者
・行政区や校区の環境を保全するために必要な取り組みについて、市民や市民活動団体に協力し
て取り組みます。

市

・市民や市民活動団体、事業者が自ら行政区や校区の環境を保全するための取り組みを行いやす
いよう、支援する仕組みを作ります。
・地球温暖化防止のための環境保全活動を推進するため、地球温暖化防止活動推進センターの指
定をはじめ、ＥＰＯ九州などの関係機関と連携・協力を図っていきます。

市民
・環境総合計画の推進母体となる市民活動団体の活動に積極的に参加し、その活動を支援しま
す。

市民活動
団体

・環境総合計画を推進する団体として、市民や事業者、市に対し環境保全活動を提案するととも
に、様々な活動主体と有機的な連携を図りながら協働による環境保全活動を実施します。

事業者 ・環境総合計画の推進母体となる市民団体の活動に積極的に参加し、その活動を支援します。

市
・環境総合計画に定めたプロジェクトを推進するため、市民活動団体と協働で市民や事業者に対
し環境保全活動の実践を働きかけるとともに、様々な活動主体と有機的な連携を図ることが出来
る体制を整えます。

市民
・環境ポータルサイトを利用して、環境に関する情報を取得するとともに、自ら地域の環境情報
の提供に努め、他者と連携して環境保全活動を実践します。

市民活動
団体

・環境ポータルサイトを市と協働で作成、運営し、環境に関する情報を市民や事業者、市に提供
するとともに、他者と連携して環境保全活動を実践します。

事業者
・環境ポータルサイトを利用して、環境に関する情報を取得するとともに、自ら地域の環境情報
の提供に努め、他者と連携して環境保全活動を実践します。

市
・環境ポータルサイトを市民活動団体と協働で作成、運営し、市民や市民活動団体、事業者との
連携による環境保全活動の実践を促します。

市民 ・国際的な環境情報に触れることによって、環境問題に対する知識と視野を広げます。

市民活動
団体

・国際的な環境情報に触れることによって、環境問題に対する知識と視野を広げます。

事業者 ・国際的な環境情報に触れることによって、環境問題に対する知識と視野を広げます。

市
・国際的な環境情報を収集・発信し、市民や市民活動団体、事業者への情報提供に努めます。ま
た、得た情報を本市の環境施策の推進に役立てます。

市民 ・国内外の他都市の市民や市民活動団体と環境保全活動の輪を広げます。

市民活動
団体

・国内外の他都市の市民や市民活動団体、事業者と環境保全活動の輪を広げます。

事業者 ・国内外の他都市の事業者や市民活動団体と環境保全活動の輪を広げます。

市
・他都市の環境に関する先進事例を学び、人材交流、技術交流を行いながら、市民や市民活動団
体、事業者の他都市との連携を支援します。

地球規模の環境問題に対する情報収集や国際貢献に
つながる活動の推進、ＩＣＬＥＩ（持続可能性をめ
ざす自治体協議会）など国際的機関を通したネット
ワークの構築

主体別の取り組み

環境に関する情報交換や人、技術の交流を推進

市呼びかけによる環境活動団体の環境ポータルサイ
ト（環境活動団体やその活動の様々な情報などを総
合的に取り扱うサイト）の構築

市民活動団体との協働による環境保全活動
（第3次環境総合計画の推進母体を中心とした連
携）

地域・団体の環境保全活動に対する情報提供・エコ
リーダーの派遣等

地域・団体による環境保全事業の協働実施

協働

地域コミュニティ・環境活動団体の
環境保全活動の支援

地域コミュニティ・環境活動団体の
環境保全活動の促進

情報交換・連携の場の形成

環境活動に関するデータバンクの作成

国内外における情報・人材交流の推進

ま　ち　づ　く　り


